
１．計画期間 ２０２２年４月１日～２０２７年３月３１日（５年間）

２．目標と取組内容・実施時期

目標１（職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備）

 < 取組内容 >

・組織のトップからの長時間労働削減に関するメッセージの発信

・長時間労働削減に関する研修の実施

以　　上

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

住友不動産シスコン株式会社

　男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように
行動計画を策定する。

・労働者の各月ごとの平均残業時間を24時間以下とする



女性の活躍に関する情報公表

労働者の各月ごとの平均残業時間を24時間以下とする

　○　24.5時間
　　　（2022年度実績）


